
平成I7年唐「児童虐待隋止推進用聞（‖月）」の実相こついて  

1．趣  旨   

児童虐待に関する相談件数は増加の一途をたどっており、その内容も専門的な援助を  

必要とするケースが増えています。特に子どもの生命が奪われるなど重大な事件も後を  

絶たない状況において、児童虐待問題は依然として社会全体で早急に解決すべき重要な  

課題となっています。   

このため、平成16年度においては、児童虐待防止法及び児童福祉法の改正や、「子ど  

も■子育て応援プラン」の策定などを行い、児童虐待死の撲滅を目指して、虐待の発生  

予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総  

合的な児童虐待防止対策の充実強化に向けた各般にわたる取組をより一層推進すること   

といたしました。   

さらに、こうした状況を踏まえ、平成16年度から11月を「児童虐待防止推進月間」   

と位置づけ、急増する児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、その期間中、  

児童虐待防止のための広報・啓発活動を集中的に実施することといたしました。   

平成17年度におきましても、別添のとおり実施要綱を定めて、国民一人ひとりが児  

童虐待問題についての理解をより一層深め、主体的な関わりをもっていただくための意識  

啓発を図ることとし、関係機関が一致協力して各種の取組を実施することといたします。  

2．標語の公表（標語の募集は今回が初めて）  

平成17年度「児童虐待防止推進月間」標語として全国公募により選定された  

青戸 和書（あおと かずよし）さん（愛知県）の作品  

3．厚生労働省における主な取組  

（1）「子どもの  止推進会国フォーラムinさいたま－すべての子どもと子育てを  

大切にする社会づくりに向けて－」の開催1別紙1参照）  

【開催日時】  

平成17年11月22日（火）13時00分～17時00分  
23日（水） 9時30分～13時00分  

【会  場】  

ホテルブリランテ武蔵野、ラフレさいたま他〔さいたま新都心〕  
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【プログラム】  

［11月22日（火）］   

○開会セレモニー（13：00～13：20）  

■開会挨拶、月間標語作者への厚生労働大臣賞（賞状）の授与 など   

○基調講演（13：20～14：30）  

・大日向 雅美氏（恵泉女学園大学教授）   

○パネルディスカッション（14：45～17：00）  

《コーディネーター》  

・原田 正文氏（大阪人間科学大学教授、精神科医）  

《パネリスト》  

・桑原 教修氏（児童養護施設 舞鶴学園）  

・坂本 純子氏（NPO法人新座子育てネットワーク代表）  

・中根 育美氏（国立保健医療科学院公衆衛生看護部研究員）  

・馬場 京子氏（北九州市八幡東区主任児童委員）  

［11月23日（水）］   

○分科会（6分科会構成）（9：30～12：00）   

〔第1分科会〕“地域における子育て支援に求められる役割とば’   

〔第2分科会〕“虐待予防における保健・医療機関と福祉機関（児童委員等）の役割  

と連携のあり方とば’   

〔第3分科会〕“都道府県（児童相談所）と市町村との連携のあり方とば’   

〔第4分科会〕“要保護児童対策地域協議会（虐待防止ネットワーク）が果たす役割と  

関係機関の連携のあり方とば’   

〔第5分科会〕“家族の再統合や家庭の養育力の再生・強化に向けた保護者への支  

援・治療のあり方についで’   

〔第6分科会〕“在宅支援サービスを含めた社会的養護の環境整備のあり方につい  

で’   

○全体会（12：15～12：55）   

○閉会セレモニー（12：55～13：00）  

（2）平成17年虔「児童虐待防止推進月間J棲語の募集・公表  

（3）児童虐待死の撲滅を目指した広報啓発ポスター・チラシの作成・配布   

○ 啓発ポスター 500，000部、啓発チラシ 5，000，000部   

010月下旬に、地方自治体、関係団体等に配布するとともに、月間期間中、  

雑誌広告及び交通広告に掲載（予定）し、広く国民一般に広報啓発を行います。  

（4）「子ども・子育て見守り全回キャンペーン」の全国展開（別紙2参照）   

○ 市町村において、備建師、児童委員等力学L幼児健診未受診児への訪問等による状  

滅忍を行うなど、子育て支援のセーフティネットの構築について各市晰寸に要請。  
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